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午後 ２時００分 開 議

○議長（吉田清孝君） これより本日の会議を開きます。

船橋金弘君から欠席の届け出があります。

○議長（吉田清孝君） 本日の議事は、議事日程第５号をもって進めます。

日程第１ 議案第６５号から第７６号までを一括上程

○議長（吉田清孝君） 日程第１、議案第６５号から第７６号までを一括して議題とい

たします。

この際、委員会における審査の経過並びに結果について、各委員長の報告を求める

ことにいたします。

最初に総務委員長の報告を求めます。１２番進藤優子さん

【１２番 進藤優子君 登壇】

○１２番（進藤優子君） 総務委員会に付託になりました議案について、審査の経過と

結果をご報告いたします。

はじめに、議案第６７号男鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定について及び議案第６８号会計年度任用職員制度導入に伴う関係条例の整備に

関する条例についてであります。

本２議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定す

るもの及び会計年度任用職員制度導入に伴い、会計年度任用職員等に関する規定を整

備するほか、所要の改正を行うため、関係条例の一部を改正するものであります。

本制度の趣旨は、全国的に地方公共団体において、臨時・非常勤職員が増加してい

るが、各団体で任用が異なっていることから、非常勤特別職と臨時職員の任用を厳格

化するとともに、会計年度任用職員制度を導入することで任用の適正化を図るもので

あります。

本２案について、第１点として、委員より、現在複数年雇用契約されている臨時・

嘱託職員の方々は、この改正によってどういう移行措置が行われていくのか。また、

新制度での新規の採用のあり方はどのようになるか伺う。との質疑があり、当局か
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ら、これまで複数年任用されている嘱託職員の方々については、令和２年４月からは

新制度に移行することとなり、すべて会計年度任用職員として新たに任用されること

となる。ただし、現在の人数をそのまま任用するかどうかについては、現在、職の精

査等を行っており、任用者数については検討していきたいと考えている。会計年度任

用職員の任用期間については、１年経過後、勤務状況により年度ごとに２回の３年ま

では再度の任用ができることとなる。また、４年目以降についても応募することが可

能となっている。採用方法は、試験または選考となっていて、本市では原則として面

接等で選考したいと考えている。との答弁がありました。

第２点として、委員より、新制度移行により予算的な部分でどのようになっている

か、財政負担を明確にする必要がある。人口減で危機感を持っている状況や、補助金

カット、体育施設有料化などによる市民への負担や、ごみの有料化も控えている中で

財政状況を考えると、このまま現在いる人数を雇用していくのは考えられないのでは

ないか。との質疑があり、当局から、現在の臨時・嘱託職員をそのまま会計年度任用

職員として任用した場合の増額分の概算額は、報酬と期末手当で４，２００万円ほ

ど、通勤費では６００万円ほど、社会保険事業主負担も３００万円から４００万円ほ

どかかっていくと見込んでいる。新制度では、雇用されている方は年収ベースで数十

万円ほどふえることとなり、給料が上がり、今現在の職務の内容と同じというわけに

はいかないため、事務量の増や、ある程度責任のある仕事をやっていただくことにな

る。新年度の移行に当たっては、現在の臨時・嘱託職員の方々には説明会を開催し、

会計年度任用職員の待遇面、職務内容、ある程度の責任を持った仕事に就いていただ

くことを説明する。現在の人数をそのまま任用するかどうかについては、職の精査を

行い、必要数を検討するが、今の職員数を確保するために人件費がふえてしまうこと

はやむを得ないという考え方はしておらず、人件費を少なくして、その分、市民サー

ビスの向上に回していくことは念頭に置いているところであり、常に努力は続けてい

く。また、財政面での状況については、平成３０年度の決算については黒字となり、

特に実質単年度収支は平成２３年度決算から６年連続赤字だったが、７年ぶりに黒字

となった。大きな災害がなかったこと、除雪費が例年になく少額で済んだこと、人件

費の退職手当調整負担金が大分減ってきていることが要因と考えている。退職手当調

整負担金は、平成３０年度で３億５，０００万円ほど支出していて、前年度と比較し
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約１億６，０００万円減となった。令和元年度の退職手当調整負担金は約１億４，０

００万円、令和２年度はゼロで、普通負担金のみとなる見込みである。令和２年度に

会計年度任用職員制度が始まることとなるが、退職手当調整負担金の減により、財政

上の影響は緩和されると見ている。しかし、人件費の上昇は経常経費がふえることと

なり、歳入の経常一般財源は毎年減少しているため、思わしくないと考えている。人

件費については、これまで定員管理により人数減を行ってきているので、できるだけ

スリム化で行うべきである。との答弁がありました。

第３点として、委員より、合併時の人口約３万６，０００人が現在約２万７，００

０人のほぼ１万人の減となっている。行政の多様化や新たな行政課題の対応はある

が、行政のスリム化をしなければ自治体運営をしていけないと指摘している。これを

機会に定員管理、行政機構のあり方を考えるべきである。会計年度任用職員制度によ

りどのようにやっていくのか示してもらわなければならない。との質疑があり、当局

から、定員管理の考え方について、資料はあくまで本年５月１日の職員数を記載した

ものであり、現在、必要性など職種の精査、職員での対応、委託にできないかなど、

担当課と調整を図っている。１３９人には福祉関係の相談員や調査員も多くいるた

め、人数の精査している状況であるが、事務補助については大きく見直しが必要であ

ると考えている。ただし、一般職の定数管理との関係もあるため、今後、時間をいた

だいて精査したい。現在、第４次行政改革大綱を実施している中で、内容の見直しは

随時行わなければいけないと考えている。指摘のあった行政組織のあり方、前例踏襲

とならないよう、毎年度見直しを行っていく。会計年度任用職員という大きな制度の

変更であるので、これから検討テーマとしていきたい。との答弁がありました。

第４点として、委員より、臨時・嘱託職員の人数は合併時に比較してどうなってい

るか。また、現在、体育施設有料化、補助金カットやごみの有料化で市民への負担増

が見込まれているが、一方で組織では観光文化スポーツ部の設置が行われた。職員数

管理の観点から、観光文化スポーツ部設置前後の職員数、観光課、男鹿まるごと売込

課の職員数はどうなっているのか。との質疑があり、当局から、臨時・嘱託職員の人

数は、合併時で１７１名、現在は１３９人で若干減っている状況である。部の再編前

後の職員数は、平成２９年４月１日の産業建設部は５０名、今年度４月１日では観光

課は８名、男鹿まるごと売込課は８名で、産業建設部と観光文化スポーツ部合わせて



- 184 -

６１名で、１１名増となっている。ただし、部の再編時から職員の全体では１２名の

減となっているので、職員全体では減少している中で、観光文化スポーツ部へ職員を

回して力を配分している状況である。との答弁がありました。

第５点として、委員より、守秘義務の体系について、会計年度任用職員制度になる

とどのように変わるのかとの質疑があり、当局から、守秘義務はこれまでも要綱で定

めていて、任用する際には説明した上で職務に就いているが、会計年度任用職員では

法定となる。守秘義務、セキュリティーについては、臨時・嘱託職員に限らず全職員

に、公務員の基本に立ち返り、市民の大切な情報をお預かりしていることを再度徹底

し、問題点がないか、日常の作業の中で見つけ出し改善していく意識を高めていく。

また、研修など今後どういった対策がとれるか検討していきたい。との答弁がありま

した。

第６点として、委員より、会計年度任用職員の人事評価について質疑があり、当局

より、会計年度任用職員の人事評価は、今回法定により対象となるが、現在も臨時・

嘱託職員の勤務評価は行っている。今年度、全体的な人事評価制度の見直しを行いた

いと考えていて、その中に会計年度任用職員についても位置づけていきたいとしてい

る。

なお、一般職については、来年度をめどに人事評価制度を一部見直しを行い、令和

３年度から人事評価の結果を給与等へ反映させることとなる。人事評価制度の中で、

市民サイドからの評価については取り入れていないが、能力評価事項の中で市民への

接し方などのを見て評価を反映させているものと考えている。直接的には、市民の声

は市全体として市民サービスに反映させていくといった考え方である。との答弁があ

りました。

以上の審査経過により、本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。

次に、議案第６９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係条例の整備に関する条例についてであります。

本議案は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であるこ

とを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項などを改めるた

め、関係条例の一部を改正するものであります。
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本案について、委員より、利用制度の周知や今後の進め方について質疑があり、当

局から、現状ではパンフレットや面談において制度の活用などで周知している。今回

の改正は、成年被後見人等については、条例における欠格条項を削除して、個別に実

態を見ながら判断するための改正となっている。との答弁がありました。

以上の審査経過により、本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。

次に、議案第７０号男鹿市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行により工業標準化法の一

部改正に伴い、条文を整理するため、本条例の一部を改正するものであります。

本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

以上で総務委員会の報告を終わります。

○議長（吉田清孝君） 次に、教育厚生委員長の報告を求めます。１番中田謙三君

【１番 中田謙三君 登壇】

○１番（中田謙三君） 教育厚生委員会に付託になりました議案について、審査の経過

と結果をご報告いたします。

はじめに、議案第７１号男鹿市印鑑条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

本議案は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、登録印鑑及び印鑑登録原

票に旧氏を追加するため、本条例の一部を改正するものであります。

本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

次に、議案第７２号幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例に

ついてであります。

本議案は、子ども・子育て支援法の一部改正及び特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、教育・保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の利用者負担上限額等の無償化のほか、所要の改正を行う

ため、関係条例の一部を改正するものであります。

当局から、本条例は、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とし
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た、幼児教育・保育の無償化制度が１０月から開始されることから、関係条例の一部

を改正するものである。制度の概要は、３歳から５歳までのすべての子ども及びゼロ

歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象とし、幼稚園、保育園、認定こど

も園などの利用料を無償化するものであるが、給食費は除外となることから、保育園

における副食費を新たに実費徴収するものである。との説明があったのであります。

本案について、委員より、他市町村では副食費に対し独自に上乗せ助成を実施し、

無償化とする動きが広がっているが、本市における上乗せ助成の財源負担の見通し及

び実施の考え方について質疑があり、当局より、副食費については、国の制度により

世帯年収が３６０万円未満相当世帯及び第３子以降の子どものいる世帯では全額免除

となるものの、その他の世帯では、県と市町村が共同で行うすこやか子育て支援制度

において、世帯年収や世帯構成により２分の１、４分の１の助成、また、多子世帯で

は全額助成となるものであるが、すこやか子育て支援制度における市の助成に加え、

保護者が負担すべき副食費の全額を市が助成した場合、年間で約１，０００万円の財

政負担が見込まれるものである。また、保育料無償化においては、今年度に要する経

費は全額国費で負担するものの、来年度以降、公立の施設においては全額が市町村負

担となる。国では、地方消費税の増額や地方交付税への参入を示しているものの、財

源の確保が不透明な状況である。これに加え、制度上、ゼロ歳から２歳までの住民税

課税世帯の子どもは無償化の対象外となることや、幼児施設を利用していない子ども

もいることから、副食費への独自の上乗せ助成については、市の子育て施策全体の中

で検討してまいりたい。との答弁があったのであります。

さらに委員より、当局におかれては、他市町村が取り組んでいない先進的な施策を

今後実施するといったビジョンが見えてこない。人口減少や少子高齢化の進展など、

本市を取り巻く環境は厳しいものではあるが、政策形成においては優先順位を明確に

し、特徴ある子育て支援策を展開していただきたい。との意見があったのでありま

す。

以上の審査経過により、本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。

以上で教育厚生委員会の報告を終わります。

○議長（吉田清孝君） 次に、産業建設委員長の報告を求めます。７番船木正博君
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【７番 船木正博君 登壇】

○７番（船木正博君） 産業建設委員会に付託になりました議案について、審査の経過

と結果を報告いたします。

はじめに、議案第７３号男鹿市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてで

あります。

本議案は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制を定

めるなど、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。

本案について、当局より、これまでの制度では、指定給水装置工事事業者に関して

名称や所在地の変更があった場合や、事業の廃止・休止、再開についての届け出がな

い場合、実態の把握ができず、所在不明な事業者が存在するなどといった課題があっ

た。こうした課題に対応するとともに、指定給水装置事業者の資質の維持・向上を図

ることを目的として水道法の一部改正がなされ、指定給水装置工事事業者の指定の有

効期間が５年と新たに定められたことから、規定の追加、更新手数料の変更及び引用

条項の整理を行うため、関係条例の一部を改正するものである。との説明がありまし

た。

本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

次に、議案第７４号男鹿市託送供給条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

本議案は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条文を整理する

ため、本条例の一部を改正するものであります。

本案について、当局より、不正競争防止法等の一部を改正する法律が令和元年４月

１日に施行されたことによる工業標準化法の一部改正により、「工業標準化法」が

「産業標準化法」に変更になったことに伴い、条文を整理するため、本条例の一部を

改正するものである。との説明がありました。

本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第でありま

す。

以上で産業建設委員会の報告を終わります。

○議長（吉田清孝君） 次に、予算特別委員長の報告を求めます。２番笹川圭光君
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【２番 笹川圭光君 登壇】

○２番（笹川圭光君） 予算特別委員会に付託されました議案第７５号令和元年度男鹿

市一般会計補正予算（第４号）及び議案第７６号令和元年度男鹿市みなと市民病院事

業会計補正予算（第１号）の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

本委員会は、去る９日に開会し、各予算について補足説明を受け、質疑を行いまし

た。

この際、その予算の内容については省略させていただき、質疑されました主な点に

ついてのみご報告申し上げます。

第１点として、男鹿駅周辺整備事業に関する建物等補償料算定業務及び建物鑑定評

価業務に係る補償及び鑑定について、男鹿市で実施することに関する考え及び両業務

の対象物件等の確認について。

第２点として、男鹿駅周辺整備事業に関するＪＲ用地の取得に向けた協議状況及び

用地購入費及び整備工事費等の予算措置の見通しについて。

第３点として、会計年度任用職員制度導入に伴う非常勤職員である地域おこし協力

隊の位置づけ及び今年７月から任用した地域おこし協力隊員の業務内容等について。

第４点として、補助金の削減、見直しに係る市としての考え並びに昨年度の庁内で

の見直しに係る作業の進め方及び補助対象団体への説明等のあり方について。

第５点として、財政状況が厳しく、他自治体で実施している施策事業等が本市では

対応が難しい中で、市民から理解の得られるような財政調整基金の積み立て方及び基

本的な財政調整基金の考え方について。

第６点として、市の人口減少対策として、幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の

市単独上乗せ助成に係る考え並びに副食費を無償とする場合の対象者数及び所要経費

等について、また、男鹿市独自の子育て支援策の遊具について。

第７点として、森林環境譲与税を活用した事業実施に係る意向調査等の進め方及び

調査地区等の選定に係る考え並びに同税の譲与基準、市への配分時期及び見込額につ

いて。

第８点として、ふるさと納税に関し、寄附者への返礼品とあわせた男鹿を応援いた

だくことへの謝意をあらわす手法の工夫及び寄附金の使途を示したＰＲの検討につい

て、また、ふるさと納税に係る男鹿市民の税額控除について。
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第９点として、公益社団法人全国自治会病院協議会による経営診断後の事務改善等

の取組状況及び今後のコンサルタントによる経営改善支援事業への当該経営診断の活

用について。

第１０点として、下水道使用料の賦課漏れに係る市民への説明及び市の責任等の対

応方についてなどの質疑にし、当局からそれぞれ答弁があったのであります。

本委員会においては、なお詳細に審査するため、常任委員会ごとによる分科会を設

置し、審査いたしたのであります。

各分科会とも、すべての審査を終了いたしましたので、先ほど委員会を再開し、各

分科会委員長から詳細な報告があったのであります。

以上の審査経過により、本委員会に付託されました議案第７５号及び第７６号につ

いては、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（吉田清孝君） 次に、決算特別委員長の報告を求めます。４番伊藤宗就君

【４番 伊藤宗就君 登壇】

○４番（伊藤宗就君） 決算特別委員会に付託されました議案第６５号平成３０年度男

鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について及び議案第６６号平成３０年度男鹿市特別

会計歳入歳出決算の認定について、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

本委員会は、去る１１日開会し、正副委員長互選の後、会計管理者からの一般会計

及び各特別会計に係る補足説明とともに、監査委員から決算審査における総括意見を

受け、審査を行いました。

この際、その決算の概要については省略させていただき、質疑されました主な点に

ついてご報告申し上げます。

はじめに、議案第６５号についてであります。

第１点として、地域振興基金の果実運用による地域振興基金活用事業の実績及びこ

れまで地域振興基金を取り崩して活用した事業並びに同基金のあり方について。

第２点として、市長部局が４部制に改編されたことによる業務量の平準化、効率化

の向上について、また、機構改革後の各部門の横の連携等について。

第３点として、公金着服事件に係る弁償金の決算上の処理及び元職員への弁済等に

係る折衝、また、着服を認めていない被害額に係る債権名義取得に係る考え、さらに
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は、債権名義を取得しない場合の権利の放棄等に対する対応、その判断を迫られる時

期等について。

第４点として、平成３０年度における男鹿市シルバー人材センター等の委託業務、

指定管理等の件数、同センターへの支出総額について。

第５点として、平成３０年度課税に係る固定資産税、国民健康保険税の状況、ま

た、これに係る不納欠損額の推移、未収等に係る高齢者等に対する適別で丁寧な説明

の必要性について。

第６点として、ごみ有料化について、手数料納入方式を定額式からより負担軽減が

図られる証紙方式へと変更した経緯及び本件に関する議会全体への説明の必要性並び

に今後の条例制定等のスケジュールについて。

第７点として、ごみ削減に向けた分別の必要性と分類品目の周知方について。

第８点として、五里合地区における園芸メガ団地整備事業によるネギの生産量、販

売実績、雇用確保の状況及びブランド化の可能性について。

第９点として、オガーレの設置目的の一つである西海岸への誘客増の状況、また、

同敷地内の急速冷凍設備の活用状況や男鹿温泉郷の宿泊客増に向けた改善策等につい

て。

第１０点として、男鹿版ＤＭＯの事業の進捗状況及びＤＭＯ推進室の活動状況と体

制について。

第１１点として、除雪作業の出動基準及び委託業者等への同基準の徹底について、

また、道路補修に係る交通支障の緩和や草刈り等の実施時期も含めた交差点の見通し

の確保等、効果的な道路の維持管理について。

第１２点として、道路交通網の整備について、市民要望に対応しきれない箇所の優

先順位、今後の整備計画への位置づけについて。などの質疑があり、当局からそれぞ

れ答弁がありました。

以上の審査経過により、本委員会に付託されました議案第６５号平成３０年度男鹿

市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定すべきもの認定すべき

ものと決した次第であります。

次に、議案第６６号についてであります。

第１点として、男鹿市国民健康保険財政調整基金の状況を踏まえた今後の国民健康
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保険税の引下げに係る考えについて。

第２点として、介護保険認定審査会の法的位置づけ及び介護保険特別会計における

平成３０年度決算を踏まえた基金への積み立て等、同事業会計の今後の財政運営につ

いて。などの質疑に対して、当局からそれぞれ答弁がありました。

以上の審査経過により、議案第６６号平成３０年度男鹿市特別会計歳入歳出決算の

認定については、原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（吉田清孝君） これより各委員長に対する質疑を許します。質疑ありません

か。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論は通告がありませんので、終結いたします。

これより、議案第６５号から第７６号までを一括して採決いたします。本１２件に

対する委員長の報告は、可決及び認定であります。本１２件は、委員長の報告のとお

り決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６５号から第７６号ま

では、原案のとおり可決及び認定されました。

日程追加の件

○議長（吉田清孝君） 次に、お諮りいたします。ただいま市長より、議案第７７号及

び第７８号が提出されました。この際、本２件を日程に追加し、一括して議題といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本２件を日程に追加し、一括

して議題とすることに決しました。

日程第３ 議案第７７号及び第７８号を一括上程

○議長（吉田清孝君） 日程第２、議案第７７号及び第７８号の人権擁護委員の推薦に
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ついてを一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二君 登壇】

○市長（菅原広二君） ただいま議題となりました議案第７７号及び議案第７８号の人

権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を申し上げます。

議案第７７号は、本市人権擁護委員の古仲宗雲氏が本年４月３０日をもって退任さ

れたことから、その後任として三浦久美子氏を推薦したいというものであります。

議案第７８号は、同じく人権擁護委員の田沼恵子氏が本年１２月３１日をもって任

期満了となることから、引き続き同氏を推薦したいというものであります。

皆様からのご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝君） これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。本２件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委

員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本２件については、委員会へ

の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。

これより議案第７７号を採決いたします。三浦久美子氏の人権擁護委員の推薦につ

いては、異議なしとすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７７号は、異議なしと

することに決しました。

次に、議案第７８号を採決いたします。田沼恵子氏の人権擁護委員の推薦について

は、異議なしとすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）
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○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７８号は、異議なしと

することに決しました。

日程追加の件

○議長（吉田清孝君） 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第１３号及び第１４

号が提出されました。この際、本２件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本２件を日程に追加し、一括

して議題とすることに決しました。

日程第３ 議会案第１３号及び第１４号を一括上程

○議長（吉田清孝君） 日程第３、議会案第１３号新たな過疎対策法の制定に関する意

見書及び第１４号森林・林業・木材関連政策の推進を求める意見書を一括して議題と

いたします。

お諮りいたします。本２件については、会議規則第３７条第３項の規定により、提

案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本２件については、提案理由

の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。

これより議会案第１３号及び第１４号を一括して採決いたします。本２件について

は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、議会案第１３号及び第１４号

は、原案のとおり可決されました。
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新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和４５年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次に

わたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域におけ

る生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。

しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置

による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、

極めて深刻な状況に直面している。

過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさ

との地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保

全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献

をしている。

過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、

それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することと

なるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくために

は、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮

らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全

に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与す

るものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要で

ある。

よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

令和元年９月２５日

秋田県男鹿市議会
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議 長 吉 田 清 孝

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 様

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 高 市 早 苗 様

農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓 様

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 様

森林・林業・木材関連政策の推進を求める意見書

我が国の森林資源は、戦後造林された人工林を中心に本格的な利用期を迎えてお

り、この豊富な森林資源の循環利用を確立させることを通じ、森林の公益的機能の維

持・増進を図り、林業・木材関連産業を振興させることが求められています。

そのためにも「森林・林業基本計画」に基づいた施策の一層の推進はもとより、主

伐後の確実な再造林、国産材需要拡大等の施策の確立が重要となっています。

また、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、市町村における

森林整備の推進に期待がされるところです。

今後は、森林経営管理制度の具体化に向け、森林所有者の確定、境界の明確化、森

林の適正管理等に係る市町村への支援や、林業就業者の所得の向上、労働安全対策を

はじめとする就業条件改善に向けた対策の強化を図ること等が重要となっています。

つきましては、来年度予算概算要求における予算の拡充に向けて具体的進展が図ら

れるよう、下記事項を要請いたしますので、特段のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。

記

１．「森林・林業基本計画」に基づく森林の多面的機能の発揮や林業の持続的かつ

健全な発展、林産物の供給・利用の確保に向けた施策の具体化を図るために必要



- 196 -

な予算の確保を図ること。

また、森林吸収源対策に係る森林整備を着実に行うために必要な予算を確保す

ること。

２．森林経営管理制度に係り市町村の体制強化に向け、国が責任をもって、市町村

の林務担当者の育成・確保を図る仕組みを確立するとともに、森林所有者の確

定・境界の明確化など、「森林経営管理法」及び「森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律」に係る附帯決議の具体化を図ること。

また、施業集約化の促進に向け、森林経営計画作成に係るフォレスター・プ

ランナー等の育成・確保を図ること。

３．森林資源の循環利用確立のための主伐後の確実な再造林に向け、国の責務を明

確化し、再造林に対する公的補助の拡充を図るとともに、苗木の安定供給体制の

確立や鳥獣被害対策などの対策を講じること。

４．地域材の安定供給体制の確立に向け、流域単位の関係者による協議会の結成な

ど、木材需要に対応した安定供給、需給調整、販売をコーディネートできる組織

の確立と人材の育成を図ること。

また、国産材利用促進に向け、住宅分野における国産材の利用拡大を図るとと

もに、公共建築物の木造化、中高層建築物等へのＣＬＴの利用拡大、土木資材等

の非住宅分野における木材利用等、これまでの対策を一層推進させるとともに、

木材の価格安定に向けた対策を講じること。

加えて、違法伐採対策の強化を図るとともに、森林認証・認証材の普及・拡大

に向けた対策を図ること。

５．「山村振興法」の基本理念、附帯決議に基づき、山村地域において雇用の拡

大・改善を行う企業に対する支援措置を講じる等の具体的施策の確立を図るとと

もに、地域振興・地域林業確立の観点から、国等の発注する事業については、地

域の事業体が優先的・安定的に受注出来る発注方式に改善すること。

６．「緑の雇用」をはじめとする林業労働力の育成・確保に向けた施策の一層の拡

充及び必要な予算の確保を図るとともに、労働安全対策をはじめとする就業条件

改善に向けた対策の強化を図ること。

また、下肢の切創防止用保護衣の着用義務化に係わっては、労働者が確実に保
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護衣を着用するように対策を講じるとともに、助成措置の拡充を図ること。

７．条件不利地域など適正な森林整備が進まない森林については、水源林造成事業

等による公的森林整備の拡充を図ること。

また、奥地水源地域の森林整備を通じた森林の公益的機能等の着実な発揮に向

け、水源林造成事業の長期的・安定的な実施に必要な森林整備センターの人員や

組織の拡充等の体制の確立を図ること。

８．国有林野事業については、公益重視の管理経営と地域振興・地域林業への貢献

に向けた役割を果たすため、組織体制の拡充をはじめとする現場管理機能の強

化・拡充等を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

令和元年９月２５日

秋田県男鹿市議会

議 長 吉 田 清 孝

総 務 大 臣 高 市 早 苗 様

農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓 様

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 様

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 様

日程追加の件

○議長（吉田清孝君） 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第１５号が提出され

ました。この際、本件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題と

することに決しました。
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日程第４ 議会案第１５号の上程

○議長（吉田清孝君） 日程第４、議会案第１５号秋田市新屋地区へのイージス・ア

ショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。１６番安田健次郎君

【１６番 安田健次郎君 登壇】

○１６番（安田健次郎君） 大変御苦労さまでございます。

私から、ただいま上程されました議会案第１５号の秋田市新屋地区へのイージス・

アショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議について、提案理由を説

明させていただきます。

今回、本議会に提出された陳情書は、秋田市新屋地区への地上イージス・アショア

配備反対の意思表明を要望されたものでありました。新屋勝平地区は、決議本文にも

ありますけれども、５，４００所帯、１万３，０００人の方が住んでいるとしていま

す。その住民に電磁波の心配、そして飛行機や船舶、ドクターヘリへの運航などにも

支障を来す恐れなどがあると言われています。こうしたことは、地域住民にとって到

底納得できる内容でないばかりか、日常生活への重大な悪影響に対する不安が増すば

かりであると考えます。有事の際に攻撃目標とされる懸念や、各種規制による生活や

健康へのことが主な理由でありますけれども、住宅密集地に隣接してミサイル基地配

備すること自体、常識で考えてあり得ないことであると思います。当然、地域住民が

反対するのも当たり前だというふうに考えます。さらに、防衛省の報告にもあります

ように、敵国からの攻撃や予想されるテロ攻撃などが心配されると言われています。

警備や武装、さらには監視体制、こうしたことによる物騒なことが予想されていま

す。そして、この計画そのものが、ご存じのように現地調査のいい加減さ、居眠り説

明で話題になりましたけれども、こうした大変な県民無視の形があらわれました。さ

らには、税金も３，０００億円以上も費やされると言われています。

こういう異常ぶりに対して、こうした状況下、６月定例会では、もう既に能代市議

会では配備計画の撤回を求める請願採択を皮切りに、その後、八峰町をはじめ多くの

市町村議会の採択が決定されています。

そして、当男鹿市議会においても、開かれた議会の透明性の問題が今課題になって

おるわけでありますけれども、特に市民からの男鹿市議会の意思決定についての切望
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が望まれているわけでありますけども、こうした状況になる中で、当男鹿市議会にお

いても、市民に対し意思決定をするべきだというふうに考えますし、当男鹿市議会に

おいても反対の意思を表明することを望むものであります。

以上で提案理由の説明を終わります。

○議長（吉田清孝君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。本件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委員

会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本件については、委員会への

付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論ありませんか。１２番進藤優子さん

【１２番 進藤優子君 登壇】

○１２番（進藤優子君） 私からは、議会案第１５号秋田市新屋地区へのイージス・ア

ショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議に対して反対討論を申し上

げます。

同趣旨の陳情については、総務委員会で審査し、委員より、緊迫した国土情勢が変

化していない限りは、国民を守る何らかの防衛力が必要であり、国防のためにしっか

り調査をして適地を探すことに関しては、ある程度必要ではないか。しかしながら、

新屋地区への配備については、住宅が近く、反対という考えである。防衛省がゼロ

ベースで検討するとしていて、県や秋田市では、今の状態は白紙という段階である。

今後の国、県、秋田市のそれぞれの対応を、現状では見定める時期と考えている。ま

た、男鹿市が本陳情の新屋配備に関して反対を述べることは、いまだ判断する情報が

足りていないと考え、採択については慎重に審議すべきである。

なお、陳情書では、前段の方は新屋への配備は反対とあるが、後段では秋田に地上

イージスはいらないとのことや、地域住民を不安に思わせる事項の記載があり、趣旨

が明確でない点もある。以上のことから、陳情については、総務委員会では全会一致

で決議を見送るべきとの判断に至りました。
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このことから、議会案第１５号につきましては、この後の状況を見ながら判断をし

ていくこととして、決議を見送るべきとの立場で反対討論といたします。議員各位の

ご賛同をお願いいたします。

○議長（吉田清孝君） ほかにありませんか。８番佐藤巳次郎君

【８番 佐藤巳次郎君 登壇】

○８番（佐藤巳次郎君） 私からは、議会案第１５号秋田市新屋地区へのイージス・ア

ショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議に賛成の立場から討論する

ものであります。

このイージス問題については、今、県内の各自治体議会で盛んに議論がされておる

ところであります。毎日のように、魁新聞に大きく取り上げられる中、男鹿市では実

質不採択とされておりますが、そういう意味では、議会全体で協議する機会がなかっ

たことに対し、私は誠に残念なことだと思っている次第であります。

今回の陳情事項の趣旨はただ一つで、「宅地密集地のすぐそばに軍事基地を建設す

ることに反対の意思を表明してくださるよう要望いたします。」となっております。

住宅密集地に基地をつくることは、あってはならないことであります。全く私は、こ

の新屋地区へのイージス・アショアは、人道的にも問題があると思っております。ま

た、秋田魁新聞の県内世論調査でも、反対が６０パーセント、賛成が２８パーセント

です。県民世論の大多数も反対の意思表示をしております。また、７月の参議院選挙

の結果を見ても同様であります。防衛省は、８月２８日、再調査をするとしています

が、青森、山形の調査は予備的な位置づけであります。あくまでも新屋ありきであり

ます。

現在、秋田県議会の議会も開かれておりますが、最近の新聞報道を見ますと、佐竹

知事の発言がいろいろ出てきております。その中に、９月１８日の魁新聞の取材に、

「新屋は適地ではない。あれだけ近いところへ配備を強要する考えはない。」と明言

しております。県議会の一般質問の答弁で、「有事に住民の安全を脅かす可能性が高

い場所への配備は、一般的な軍事常識からも避けるべきである。」と答弁しておりま

す。本会議の取材で、知事は「配備反対の表明か。」と問われ、「反対というか、適

地ではないということだ。」という答弁をされております。こういうことから、県知

事自体も、あくまでもこの新屋地区への配備は問題があると、うまくないということ
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を述べているものだと思っております。

また、７月１６日付、魁新聞一面に、「兵器に未来は守れるか」と題した魁新聞の

小笠原社長の論評が掲載されました。論評は、県議、秋田市議へのアンケートで半数

を超す議員が配備反対を表明したことに触れ、「朝鮮半島の南北首脳が手を握り、劇

的な一歩を踏み出そうとしているそのときに、ミサイル発射装置を備えつけることは

正しい選択だろうか。地上イージス配備が再び強兵路線に転ずる恐れがないのか。」

と問いかけ、「朝鮮半島の政治構造が転換点を迎えている今だからこそ、南北の融和

と民政安定に隣国として力を尽くすべきではないのか。」と強調しております。私

は、この新聞記事を見たときに、魁新聞がこのようなことを書いていると、私は非常

に感激したこの新聞記事でもございました。

そういうことからして、男鹿市でも、この秋田市に近い地域でありますし、海も近

いことからしても、やはりこの問題は非常に問題があり、もっともっと議会の中で議

論すべきじゃないのかと思っている次第であります。特に、この新屋地区には、この

３キロメートル圏内に秋田商業高校、割山自動車学校、小学校、中学校、保育園、幼

稚園、秋田県庁、秋田市役所、秋田市立病院、市立体育館、新秋木工業、秋田カント

リー倶楽部、その他福祉施設や高清水公園も含まれる、範囲３キロ圏内であります。

こういう中にイージス・アショアの基地にすることは、絶対あってあるべきでないと

私は考える次第であります。

そういう点から、この決議案には賛成の立場で今討論しているわけであります。ど

うか皆さんのご賛同をよろしくお願い申し上げまして、討論といたします。

○議長（吉田清孝君） ほかに討論ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。

これより、ただいま討論がありました議会案第１５号を採決します。本件は起立に

より採決いたします。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

（賛成者起立）

○議長（吉田清孝君） 起立少数であります。よって、議会案第１５号は、否決されま

した。
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日程追加の件

○議長（吉田清孝君） 次に、お諮りいたします。ご配付しております議員派遣の件を

日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題と

することに決しました。

日程第５ 議員派遣の件

○議長（吉田清孝君） 日程第５、議員派遣の件を議題といたします。

地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６６条の規定により、ご配付いた

しておりますとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、ご配付いたしておりますとお

り、議員を派遣することに決しました。

以上で、本日の議事は終了いたしました。

これにて９月定例会を閉会いたします。

どうも御苦労さまでした。

午後 ３時０１分 閉 会
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会 議 録 署 名 議 員

議 長 吉 田 清 孝

議 員 笹 川 圭 光

議 員 畠 山 富 勝


